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2021 年 9 月 10 日 

株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ 

代表取締役社長 井石裕二 印 

原本に相違ありません。 

 

 

 

 

 



 2 

１．吸収分割契約の内容 

   吸収分割契約書は別紙 1 のとおりです。 

 

 

２．法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ（2022 年２月１日付で商号を「株式会社ＮＡＴＴ

Ｙ ＳＷＡＮＫＹホールディングス」に変更予定。以下「当社」という。）は、株式会

社ダンダダン（以下、「承継会社」という。）は 2022 年２月１日を効力発生日とする吸

収分割（以下、「本件分割」という。）を行うことといたしましたが、これに伴い承継

会社が交付する株式数、並びに資本金及び準備金の額に関する事項について、下記のと

おりとすることとし、いずれも相当であると判断いたしました。 

 

①交付する株式数に関する事項 

本件分割に際し、承継会社は新たに普通株式 900 株を発行し、そのすべてを吸収

分割会社である当社に割当て交付いたします。 

承継会社は当社の 100％子会社であり、本件分割に際して承継会社が新たに発行す

る株式の全部を当社に交付するため、両社で協議の上、割当交付する株式数を決定

しており、相当であると判断いたしました。 

 

②資本金及び準備金の額に関する事項 

  本件分割により増加する承継会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりであり、

本件分割後における承継会社の事業内容及び当社から承継する資産及び負債に照ら

して相当な額であると判断いたしました。 

(1) 資本金 9 百万円 

(2) 資本準備金 0 円 

(3) その他資本剰余金 

会社計算規則第 37 条に規定する株主資本等変動額から、(1)及び(2)の金額を

減じて得た額 

(4) 利益剰余金              0 円 

(5) その他利益剰余金           0 円 

 

 

３．吸収分割承継会社についての事項 

 （１）成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象の内容 

   該当事項はございません。 
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 （２）成立の日における貸借対照表 

   別紙２に記載のとおりです。 

 

 

４．吸収分割会社についての次に掲げる事項 

  吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はございません。 

 

 

５．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割会社の債務

の履行の見込みに関する事項 

   当社は、2022 年２月１日を効力発生日とする本件分割を行うにあたり、当社が負担

すべき債務及び承継会社が負担すべき債務（本件分割により承継させるものに限る。

以下、同じ。）の履行の見込みについて以下のとおり判断いたしました。 

 

 ①当社の債務の履行の見込みについて 

当社の 2021 年６月 30 日現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ

3,747 百万円、2,005 百万円であります。本件分割により承継会社が当社から承継する

資産及び負債の 2021 年 6 月 30 日現在における帳簿価額は、それぞれ 2,039 百万円、

1,846 百万円であります。 

また、今後、効力発生日までに予想される当社の資産及び負債の額の変動を考慮し

ても、本件分割後に見込まれる当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込

まれます。 

さらに、本件分割後の収益見込みについても、当社が負担すべき債務の履行に支障

を及ぼすような事態は現在のところ予想されておりません。 

以上より、当社は本件分割後において、当社が負担すべき債務につき履行の見込み

があると判断しています。 

 

②承継会社の債務の履行の見込みについて 

承継会社の成立の日（2021 年６月 28 日）の貸借対照表における資産及び負債の額は

それぞれ１百万円、０円であります。当社の 2021 年６月 30 日現在の貸借対照表にお

いて、承継会社が当社から承継する資産及び負債の帳簿価額は、上記①に記載のとお

りです。 

2021年６月28日から現在に至るまで承継会社の資産及び負債の額に大きな変動は生
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じておらず、今後、効力発生日までに予測される承継会社の資産及び負債の額の変動

を考慮しても、本件分割後に見込まれる承継会社の資産の額は負債の額を十分に上回

ることが見込まれます。 

さらに、本件分割後の収益見込みについても、承継会社が負担すべき債務の履行に

支障を及ぼすような事態は現在のところ予想されておりません。 

以上より、本件分割後において承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあ

ると判断しています。 

 

以上 
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別紙 1 
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別紙２ 

 

 

株式会社ダンダダンの成立の日における貸借対照表 

（2021 年 6 月 28 日）      （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

資産の部 負債の部 

流動資産  1 流動負債 ―  

 現金及び預金 1  固定負債 ―  

固定資産 ―    

  （負債の部合計） ― 

  純資産の部 

  株主資本 1  

   資本金 1  

   資本剰余金 ―  

   利益剰余金 ―  

  （純資産合計） 1  

資産合計 1  負債・純資産合計  1  
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会社法第 782 条第 1 項に定める事前備置書類は、以上のと

おりです。 

 

 

 

2021 年 9 月 10 日 

 

東京都新宿区西新宿一丁目 19 番 8 号 

株式会社 NATTY SWANKY 

代表取締役社長 井石 裕二 

 

 


